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審査情報提供事例について 

 

審査支払機関における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担当規則、診療報酬

点数表及び関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的・歯科医学的見解に基づいて行われて

います。 

一方、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査における一般

的な取扱いについて広く関係者に情報提供を行い、審査の透明性を高めることとしております。 

このため、平成１６年７月に「審査情報提供検討委員会」、平成２３年６月に「審査情報提供

歯科検討委員会」を設置し、情報提供事例の検討と併せ、審査上の一般的な取扱いに係る事例

について、情報提供を行ってまいりました。 

今後とも、当該委員会において検討協議を重ね、提供事例を逐次拡充することとしておりま

すので、関係者の皆様のご参考となれば幸いと考えております。 

なお、情報提供する審査の一般的な取扱いについては、療養担当規則等に照らし、当該診療

行為の必要性、用法・用量の妥当性などに係る医学的・歯科医学的判断に基づいた審査が行わ

れることを前提としておりますので、本提供事例に示された適否が、すべての個別診療内容に

係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものではないことにご留意ください。 

 

平成２３年９月 
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№ 項 目 提 供 事 例 

65 検 査 
原則として、「歯髄壊疽（Ｐｕエソ）」病名で、細菌簡易

培養検査の算定を認める。 

66 検 査 
原則として、画像診断の算定がない「Ｄ００２ 歯周病検

査 ２ 歯周精密検査」の算定を認める。 

67 検 査 
原則として、仮床試適と同日に行われた顎運動関連検査の

算定を認める。 

68 画像診断 
原則として、「咬合異常（Ｍａｌ）」病名で、画像診断の

算定を認める。 

69 画像診断 
原則として、歯冠修復物の不適合又は破損のみで、画像診

断の算定を認める。 

70 画像診断 
原則として、「上顎洞炎」病名で、歯科エックス線撮影（全

顎撮影以外の場合）の算定を認める。 

71 画像診断 

原則として、歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）

算定後、同一部位に対する歯科エックス線撮影（全顎撮影の

場合）の算定を認める。 

72 画像診断 
原則として、処置又は手術の算定がない、同月又は連月の

複数回の歯科パノラマ断層撮影の算定を認めない。 

73 画像診断 
原則として、腐骨除去手術後の歯科パノラマ断層撮影の算

定を認める。 

74 画像診断 
原則として、「開口障害」病名で、歯科パノラマ断層撮影

の算定を認める。 
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№ 項 目 提 供 事 例 

75 画像診断 
原則として、「歯の脱臼（Ｌｕｘ）」病名で、歯科パノラ

マ断層撮影の算定を認める。 

76 画像診断 
原則として、「下顎隆起」病名で、歯科パノラマ断層撮影

の算定を認める。 

77 画像診断 

原則として、「顎骨腫瘍」病名で、歯科パノラマ断層撮影

と同日に行われた歯科用３次元エックス線断層撮影の算定

を認める。 

78 画像診断 

原則として、埋伏智歯で、歯科エックス線撮影（全顎撮影

以外の場合）、歯科エックス線撮影（全顎撮影の場合）又は

単純撮影（その他の場合）後の歯科用３次元エックス線断層

撮影の算定を認める。 

79 画像診断 

原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）」病名で、咬

翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認め

る。 

80 画像診断 
原則として、上顎のみ又は下顎のみの疾患で、咬翼法撮影

を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。 

81 画像診断 

原則として、「顎関節症」病名で、同日に、同一部位に対

するコンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）＜医科点数表＞と

磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点数

表＞の算定を認める。 

82 画像診断 

原則として、上顎洞炎手術後で同日のコンピューター断層

撮影（ＣＴ撮影）＜医科点数表＞と磁気共鳴コンピューター

断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点数表＞の算定を認める。 

83 画像診断 
原則として、「顎関節症」病名で、磁気共鳴コンピュータ

ー断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点数表＞の算定を認める。 

84 処 置 
原則として、「歯髄炎（Ｐｕｌ）」病名で、う蝕処置の算

定を認める。 
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85 処 置 
原則として、「脱離」の病名のみで、う蝕処置又は歯髄保

護処置の算定を認めない。 

86 処 置 

原則として、「Ｐ」病名で、歯周病検査の算定がない歯周

炎に対する歯の削合を行った場合の咬合調整の算定を認め

る。 

87 処 置 
原則として、前歯部に対して歯冠形態修正を行った場合の

咬合調整の算定を認める。 

88 処 置 
原則として、第三大臼歯に対する残根削合の算定を認め

る。 

89 処 置 
原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、歯髄保護処

置の算定を認める。 

90 処 置 
原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）、う蝕（Ｃ）」

病名で、歯髄保護処置の算定を認める。 

91 処 置 

原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「Ｉ

００１ 歯髄保護処置 ２ 直接歯髄保護処置」の算定を認

める。 

92 処 置 
原則として、う蝕処置の算定がない「Ｉ００１ 歯髄保護

処置 ２ 直接歯髄保護処置」の算定を認める。 

93 処 置 

原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「Ｉ

００１ 歯髄保護処置 ３ 間接歯髄保護処置」の算定を認

める。 

94 処 置 

原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）→う蝕（Ｃ）」

の移行病名に対して、「Ｉ００１ 歯髄保護処置 ３ 間接

歯髄保護処置」の算定を認める。 
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95 処 置 
原則として、う蝕処置の算定がない「Ｉ００１ 歯髄保護

処置 ３ 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 

96 処 置 
原則として、「う蝕（Ｃ）」病名で、知覚過敏処置の算定

を認めない。 

97 処 置 
原則として、「う蝕（Ｃ）」以外の傷病名で、う蝕薬物塗

布処置の算定を認めない。 

98 処 置 
原則として、永久歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認

める。 

99 処 置 
原則として、スケーリング及び歯周基本治療処置を行った

歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 

100 処 置 
原則として、歯科診療特別対応加算を算定した患者に対し

て、初期う蝕早期充填処置の算定を認める。 

101 処 置 
原則として、大臼歯の根分離歯に対する３根管以上の歯内

療法の算定を認める。 

102 処 置 
原則として、「歯髄炎（Ｐｕｌ）」病名で、歯髄切断の算

定を認める。 

103 処 置 
原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名で、抜髄の

算定を認めない。 

104 処 置 原則として、生活歯髄切断後に抜髄の算定を認める。 
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105 処 置 

原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去

を行った場合の「Ｊ０７３ 口腔内軟組織異物（人工物）除

去術 １ 簡単なもの」と抜髄の算定を認める。 

106 処 置 
原則として、「歯髄炎（Ｐｕｌ）」病名で、感染根管処置

の算定を認めない。 

107 処 置 
原則として、「歯髄壊死（Ｐｕエシ）」病名で、感染根管

処置の算定を認める。 

108 処 置 
原則として、「歯髄壊疽（Ｐｕエソ）」病名で、感染根管

処置の算定を認める。 

109 処 置 
原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）→根尖性歯周

炎（Ｐｅｒ）」の移行病名で、感染根管処置の算定を認める。 

110 処 置 
原則として、根管充填の根管数より少ない根管数の加圧根

管充填処置の算定を認める。 

111 処 置 
原則として、歯の脱臼による歯の再植術後に根管充填と併

せて行った加圧根管充填処置の算定を認める。 

112 処 置 

原則として、電気的根管長測定検査の算定がない場合であ

っても、根管充填と併せて行った加圧根管充填処置の算定を

認める。 

113 処 置 

原則として、「Ｇ」病名で、同一部位に対して２回目の「Ｉ

０１１ 歯周基本治療 １ スケーリング」の算定を認め

る。 

114 処 置 
原則として、同日に、同一部位に対する歯周基本治療と歯

根端切除手術の算定を認める。 

 



 

第 19 次審査情報提供事例（歯科） 

 

№ 項 目 提 供 事 例 

115 処 置 
原則として、「Ｇ」病名で、歯周基本治療処置の算定を認

める。 

116 処 置 
原則として、同月に、別部位に対する歯周外科手術と「Ｉ

０１４ 暫間固定 １ 簡単なもの」の算定を認める。 

117 処 置 
原則として、同月に、同一部位に対する暫間固定と暫間固

定装置修理の算定を認める。 

118 処 置 
原則として、同日に、同一部位に対するう蝕歯即時充填形

成と暫間固定の算定を認める。 

119 処 置 
原則として、暫間固定装置(レジン連結冠固定法)に対し

て、暫間固定装置修理の算定を認める。 

120 処 置 
原則として、乳歯列期の「歯ぎしり（Ｂｒｘ）」病名で、

口腔内装置の算定を認める。 

121 処 置 
原則として、対顎が無歯顎の場合においても、「Ｉ０１８ 

歯周治療用装置 ２ 床義歯形態のもの」の算定を認める。 

122 処 置 
原則として、画像診断の算定がない歯冠修復物又は補綴物

の除去の算定を認める。 

123 処 置 

原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補

綴物の除去と抜歯を前提として急性症状の消退を図ること

を目的とした根管拡大等を行った場合の「Ｉ００６ 感染根

管処置 １ 単根管」の算定を認める。 

124 処 置 

原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補

綴物の除去と「Ｍ００１ 歯冠形成 １ 生活歯歯冠形成」

又は「Ｍ００１ 歯冠形成 ２ 失活歯歯冠形成」の算定を

認める。 
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125 処 置 

原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補

綴物の除去と「Ｍ００１ 歯冠形成 ３ 窩洞形成」の算定

を認める。 

126 処 置 

原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去

を行った場合の「Ｊ０７３ 口腔内軟組織異物（人工物）除

去術 １ 簡単なもの」と歯冠修復物又は補綴物の除去の算

定を認める。 

127 処 置 
原則として、「Ｐ」病名のみで、暫間固定装置の除去の算

定を認める。 

128 処 置 
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、暫間固定装置の除去

の算定を認める。 

129 処 置 
原則として、「義歯ハセツ」病名で、有床義歯床下粘膜調

整処置の算定を認めない。 

130 手 術 原則として、「Ｇ」病名で、抜歯手術の算定を認めない。 

131 手 術 

原則として、「Ｐ急発」病名で、「Ｊ０００ 抜歯手術 １ 

乳歯」、「Ｊ０００ 抜歯手術 ２ 前歯」又は、「Ｊ００

０ 抜歯手術 ３ 臼歯」の算定を認める。 

132 手 術 
原則として、「歯肉膿瘍（ＧＡ）」病名で、抜歯手術の算

定を認めない。 

133 手 術 

原則として、処置、手術又は歯冠修復・欠損補綴後に抜歯

に至った場合の、抜歯手術又はヘミセクション（分割抜歯）

の算定を認める。 

134 手 術 
原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名で、ヘミセ

クション（分割抜歯）の算定を認める。 
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135 手 術 
原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、ヘミセクシ

ョン（分割抜歯）の算定を認める。 

136 手 術 
原則として、根分岐部に係る疾患がないヘミセクション

（分割抜歯）の算定を認める。 

137 手 術 
原則として、上顎大臼歯に対するヘミセクション（分割抜

歯）の算定を認める。 

138 手 術 
原則として、第三大臼歯に対するヘミセクション（分割抜

歯）の算定を認める。 

139 手 術 
原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名のみで、歯

根嚢胞摘出手術の算定を認めない。 

140 手 術 
原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名のみで、歯

根端切除手術の算定を認める。 

141 手 術 
原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名で、歯の再

植術の算定を認める。 

142 手 術 原則として、乳歯の脱臼で、歯の再植術の算定を認める。 

143 手 術 
原則として、移植を受ける部位が「Ｐ」病名の場合であっ

ても歯の移植手術の算定を認める。 

144 手 術 
原則として、「歯槽骨鋭縁（ＳｃｈＡ）」病名で、「歯槽

骨整形手術、骨瘤除去手術」の算定を認める。 
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145 手 術 
原則として、欠損部位以外に対する「歯槽骨整形手術、骨

瘤除去手術」の算定を認める。 

146 手 術 
原則として、「智歯周囲炎（Ｐｅｒｉｃｏ）」病名で、「頬、

口唇、舌小帯形成術」の算定を認めない。 

147 手 術 
原則として、「頬粘膜粘液嚢胞」病名で、「Ｊ０３３ 頬

腫瘍摘出術 １ 粘液嚢胞摘出術」の算定を認める。 

148 手 術 
原則として、「頬粘膜腫瘍」、「類皮嚢胞」又は「リンパ

上皮性嚢胞」病名で、頬粘膜腫瘍摘出術の算定を認める。 

149 手 術 
原則として、「エプーリス」病名で、「Ｊ０４７ 腐骨除

去手術 １ 歯槽部に限局するもの」の算定を認めない。 

150 手 術 
原則として、「骨髄炎」病名で、腐骨除去手術の算定を認

める。 

151 手 術 
原則として、欠損部位以外の場合においても腐骨除去手術

の算定を認める。 

152 手 術 
原則として、抜歯後、同一部位に対する「Ｊ０４７ 腐骨

除去手術 １ 歯槽部に限局するもの」の算定を認める。 

153 手 術 
原則として、「薬物性歯肉炎」病名で、「Ｊ０６３ 歯周

外科手術 ３ 歯肉切除手術」の算定を認める。 

154 手 術 

原則として、「歯根露出」又は「象牙質知覚過敏症（Ｈｙ

ｓ）」病名で、「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ６ 歯肉歯槽粘

膜形成手術 ハ 歯肉弁側方移動術」の算定を認める。 
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155 手 術 

原則として、上顎に対する「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ６ 

歯肉歯槽粘膜形成手術 ホ 口腔前庭拡張術」の算定を認め

る。 

156 手 術 

原則として、「口腔前庭狭小」病名で、「Ｊ０６３ 歯周

外科手術 ６ 歯肉歯槽粘膜形成手術 ホ 口腔前庭拡張

術」の算定を認める。 

157 麻 酔 
原則として、下顎臼歯部の歯周外科手術を行うにあたって

伝達麻酔の算定を認める。 

158 麻 酔 

原則として、「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 １ 智歯周囲

炎の歯肉弁切除等」を行うにあたって伝達麻酔の算定を認め

る。 

159 麻 酔 
原則として、「Ｐ」病名で、下顎臼歯部の抜歯手術を行う

にあたって伝達麻酔の算定を認める。 

160 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、ヘミセクション後、歯内療法の算定がない歯

冠修復の算定を認める。 

161 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、「う蝕（Ｃ）→歯髄炎（Ｐｕｌ）」の移行病

名で、「う蝕（Ｃ）」に対する窩洞形成、う蝕歯即時充填形

成又はう蝕歯インレー修復形成の算定を認める。 

162 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、「Ｍ００１ 

歯冠形成 ３ 窩洞形成」及び充填の算定を認める。 

163 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、う蝕薬物塗布処置を行った歯に対する「Ｍ０

０１ 歯冠形成 ３ 窩洞形成」及び充填の算定を認める。 

164 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、「う蝕（Ｃ）」病名で、支台築造の算定を認

める。 

 



 

第 19 次審査情報提供事例（歯科） 

 

№ 項 目 提 供 事 例 

165 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、根管充填前の支台築造印象の算定を認めな

い。 

166 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、同日に、同一部位に対するリテイナーとテン

ポラリークラウンの算定を認めない。 

167 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、同一部位に対して築造物の脱離と歯冠修復物

の脱離による再装着を行った場合において、各々の装着の算

定を認める。 

168 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、増歯での有床義歯修理に対する仮床試適の算

定を認める。 

169 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、「脱離」の病名のみで、充填の算定を認めな

い。 

170 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、「疑い」の病名で、充填の算定を認めない。 

171 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、小児保隙装置（バンドループ）装着部位に対

する充填の算定を認める。 

172 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、歯周病安定期治療期間中の有床義歯の算定を

認める。 

173 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、１歯の残根上に義歯を製作した場合における

有床義歯の算定を認める。 

174 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、有床義歯修理時に使用した「Ｍ０２３ バー 

１ 鋳造バー」及び「Ｍ０２３ バー ２ 屈曲バー」の算

定を認める。 

 



 

第 19 次審査情報提供事例（歯科） 

 

№ 項 目 提 供 事 例 

175 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、「口腔褥瘡性潰瘍（Ｄｕｌ）」病名で、有床

義歯修理の算定を認めない。 

176 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、「義歯ハソン」病名で、有床義歯内面適合法

の算定を認めない。 

177 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、「低位咬合」病名で、有床義歯内面適合法の

算定を認めない。 

178 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

原則として、１歯又は２歯欠損の有床義歯に対する有床義

歯内面適合法の算定を認める。 

 

 



1 

６５ 細菌簡易培養検査 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄壊疽（Ｐｕエソ）」病名で、細菌簡易培養検査の算定を

認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感

染した状態であるため、根管内の細菌感染の有無を把握する細菌簡易培養検

査を行うことは有用である。 

  



2 

６６ 歯周病検査③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、画像診断の算定がない「Ｄ００２ 歯周病検査 ２ 歯周精

密検査」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周疾患の病態によっては、画像診断を行わなくても、４点以上のポケッ

ト等を測定する歯周精密検査により歯周病の確定診断を行うことが臨床上あ

り得るものと考えられる。 

  



3 

６７ 顎運動関連検査② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、仮床試適と同日に行われた顎運動関連検査の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  咬合関係をより正確に再現するため、仮床試適と顎運動関連検査を同日に

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



4 

６８ 写真診断③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「咬合異常（Ｍａｌ）」病名で、画像診断の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  咬合異常により生じた歯周組織や顎関節等に対する病態や原因の診断に、

画像情報が有用な場合がある。 

  



5 

６９ 写真診断④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯冠修復物の不適合又は破損のみで、画像診断の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯冠修復物が不適合又は破損した原因を診断するため、画像情報が有用な

場合がある。 

  



6 

７０ 写真診断⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「上顎洞炎」病名で、歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場

合）の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  上顎洞の炎症の原因等を把握するために歯科エックス線撮影の画像情報が

有用な場合がある。 

  



7 

７１ 写真診断⑥ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）算定後、同一部位

に対する歯科エックス線撮影（全顎撮影の場合）の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）と歯科エックス線撮影（全顎撮

影の場合）では、撮影目的が異なることから、歯科疾患の症状や部位等によっ

て、最初に局所の撮影を行い、その後、全顎的に撮影を行うことが臨床上あり

得るものと考えられる。 

  



8 

７２ 写真診断⑦ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、処置又は手術の算定がない、同月又は連月の複数回の歯科パ

ノラマ断層撮影の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  最初に撮影した歯科パノラマ断層撮影の画像情報と、処置又は手術を行わ

ずに同月又は連月で撮影した歯科パノラマ断層撮影の画像情報とを比較した

場合に、後者の撮影で新たに得られる情報は少ないことから、本撮影を複数

回行う必要性は乏しいと考えられる。 

 
○ 留意事項 

  新たに傷病が発生した場合や、処置又は手術後の経過を観察する場合に行

われた同月又は連月の複数回の歯科パノラマ断層撮影は、事例ごとに判断す

る必要があると考えられる。 
  



9 

７３ 写真診断⑧ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、腐骨除去手術後の歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  腐骨除去手術後の顎骨の回復状態を診断するために歯科パノラマ断層撮影

の画像情報が有用である。 

  



10 

７４ 写真診断⑨ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「開口障害」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  開口障害の原因や顎関節の状態等を診断するために歯科パノラマ断層撮影

の画像情報が有用である。 

  



11 

７５ 写真診断⑩ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の脱臼（Ｌｕｘ）」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定

を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の脱臼後の歯槽骨等の状態を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画

像情報が有用である。 

  



12 

７６ 写真診断⑪ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「下顎隆起」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  下顎隆起の病態を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用

である。 

  



13 

７７ 歯科用３次元エックス線断層撮影② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「顎骨腫瘍」病名で、歯科パノラマ断層撮影と同日に行われた

歯科用３次元エックス線断層撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  顎骨腫瘍に対する診断や治療計画を立案する上で、腫瘍の部位や範囲等を

より詳細に把握するために、歯科パノラマ断層撮影で診断が困難であった場

合に歯科用３次元エックス線断層撮影の画像情報が有用な場合がある。 

  



14 

７８ 歯科用３次元エックス線断層撮影③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、埋伏智歯で、歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）、歯

科エックス線撮影（全顎撮影の場合）又は単純撮影（その他の場合）後の歯科

用３次元エックス線断層撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  埋伏智歯の位置関係が２次元の撮影法で確認できなかった場合に、歯科用

３次元エックス線断層撮影によって埋伏歯の位置関係等を３次元的に確認す

ることが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



15 

７９ 咬翼法撮影② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）」病名で、咬翼法撮影を行った

場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  象牙質知覚過敏症に対する診断や治療計画の立案を行う上で、咬翼法撮影

により得られる硬組織の状態等の画像情報が有用な場合がある。 

  



16 

８０ 咬翼法撮影③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、上顎のみ又は下顎のみの疾患で、咬翼法撮影を行った場合の

歯科エックス線撮影の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  上下顎いずれかのみの疾患であっても、診断や治療計画を立案する上で、

咬翼法撮影により得られる硬組織等の状態等の画像情報が有用な場合がある。 

  



17 

８１ コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）＜医科点数表＞及び磁気共鳴コン

ピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点数表＞ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「顎関節症」病名で、同日に、同一部位に対するコンピュータ

ー断層撮影（ＣＴ撮影）＜医科点数表＞と磁気共鳴コンピューター断層撮影

（ＭＲＩ撮影）＜医科点数表＞の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  顎関節症に対する診断や治療計画を立案する上で、ＣＴ撮影で顎関節の骨

の形態変化等を、ＭＲＩ撮影で顎関節円板の転位等を診断するために双方の

画像情報を用いる場合がある。 

  



18 

８２ コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）＜医科点数表＞及び磁気共鳴コン

ピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点数表＞② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、上顎洞炎手術後で同日のコンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）

＜医科点数表＞と磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点

数表＞の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  上顎洞炎手術後の状態やその後の治療計画を立案する上で、ＣＴ撮影で上

顎洞骨壁の破壊状況等を、ＭＲＩ撮影で肥厚した上顎洞粘膜の性状等を診断

するために双方の画像情報を用いる場合がある。 

  



19 

８３ 磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲＩ撮影）＜医科点数表＞ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「顎関節症」病名で、磁気共鳴コンピューター断層撮影（ＭＲ

Ｉ撮影）＜医科点数表＞の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  顎関節症に対する診断や治療計画を立案する上で、顎関節円板の転位等を

診断するために、ＭＲＩ撮影の画像情報が有用な場合がある。 

  



20 

８４ う蝕処置② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄炎（Ｐｕｌ）」病名で、う蝕処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄炎は、う蝕に継発して生じる疾患であり、う蝕処置を行うことによっ

て歯髄の炎症症状を軽減させ、歯髄を温存することが臨床上あり得るものと

考えられる。 

  



21 

８５ う蝕処置及び歯髄保護処置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「脱離」の病名のみで、う蝕処置又は歯髄保護処置の算定を認

めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  脱離のみでは、その原因や状態が明らかでないため、算定にあたっては、う

蝕処置又は歯髄保護処置が必要とされる傷病名の記載が適切である。 

  



22 

８６ 咬合調整④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名で、歯周病検査の算定がない歯周炎に対する歯の削

合を行った場合の咬合調整の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の支持組織の負担軽減のため、歯周病検査を実施する前に咬合調整を行

う場合が臨床上あり得るものと考えられる。 

  



23 

８７ 咬合調整⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、前歯部に対して歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定

を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  前歯部であっても、歯冠形態によって、歯又は歯周組織に過重圧がかかる

ため、これらの部位に対する負担を軽減するために歯冠形態修正を行う必要

が臨床上あり得るものと考えられる。 

  



24 

８８ 残根削合 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、第三大臼歯に対する残根削合の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  第三大臼歯であっても、治療上の必要性等から、歯根を保存するために残

根削合を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



25 

８９ 歯髄保護処置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の破折の状況によっては、歯髄の露出等により疼痛が発生することがあ

り、この場合に、疼痛を軽減するために歯髄保護処置を行うことが臨床上あ

り得るものと考えられる。 

  



26 

９０ 歯髄保護処置④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）、う蝕（Ｃ）」病名で、歯髄保

護処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  象牙質知覚過敏症を伴うう蝕の状況によっては、歯髄の露出等により疼痛

が発生することがあり、この場合に、疼痛を軽減するために歯髄保護処置を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



27 

９１ 歯髄保護処置⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「Ｉ００１ 歯髄保護

処置 ２ 直接歯髄保護処置」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕薬物塗布処置を行った歯においても、歯髄の露出等により疼痛が認め

られた場合は、直接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



28 

９２ 歯髄保護処置⑥ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕処置の算定がない「Ｉ００１ 歯髄保護処置 ２ 直接

歯髄保護処置」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う窩が存在せずに、歯髄の露出等により疼痛が発生する場合は、疼痛を軽

減するために、う蝕処置を行わずに直接歯髄保護処置を行うことが臨床上あ

り得るものと考えられる。 



29 

９３ 歯髄保護処置⑦ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「Ｉ００１ 歯髄保護

処置 ３ 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕薬物塗布処置を行った歯においても、歯髄の炎症等により疼痛が認め

られた場合は、間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



30 

９４ 歯髄保護処置⑧ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）→う蝕（Ｃ）」の移行病名に対

して、「Ｉ００１ 歯髄保護処置 ３ 間接歯髄保護処置」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の症状が、象牙質知覚過敏症からう蝕に変化した場合は、疼痛を軽減す

るために、間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



31 

９５ 歯髄保護処置⑨ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕処置の算定がない「Ｉ００１ 歯髄保護処置 ３ 間接

歯髄保護処置」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う窩が存在せずに、歯髄の炎症等により疼痛が発生する場合は、疼痛を軽

減するためにう蝕処置を行わずに間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり

得るものと考えられる。 

  



32 

９６ 知覚過敏処置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「う蝕（Ｃ）」病名で、知覚過敏処置の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  知覚過敏処置は、露出した象牙質の疼痛を軽減するために行われる処置で

あり、算定にあたっては、象牙質が知覚過敏を有する状態を示す傷病名の記

載が適切である。 

  



33 

９７ う蝕薬物塗布処置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「う蝕（Ｃ）」以外の傷病名で、う蝕薬物塗布処置の算定を認

めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕薬物塗布処置は、う蝕の進行抑制を目的として行われるものであり、

算定にあたっては、「う蝕（Ｃ）」病名の記載が適切である。 

  



34 

９８ う蝕薬物塗布処置④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、永久歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  永久歯のう蝕の進行を抑制するためにう蝕薬物塗布処置を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



35 

９９ う蝕薬物塗布処置⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、スケーリング及び歯周基本治療処置を行った歯に対するう蝕

薬物塗布処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯又は歯周組織の症状に応じて、歯周病に対する歯周基本治療処置を行っ

た後に、う蝕に対するう蝕薬物塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと

考えられる。 

  



36 

１００ 初期う蝕早期充填処置② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯科診療特別対応加算を算定した患者に対して、初期う蝕早

期充填処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科診療で特別な対応が必要な患者は、う蝕に対する自己管理ができない

場合等、う蝕に対する重症化リスクが高いために、初期う蝕早期充填処置を

行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



37 

１０１ 歯内療法 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、大臼歯の根分離歯に対する３根管以上の歯内療法の算定を認

める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  大臼歯の根分岐部病変等の治療を行うために、歯根を分離した上で３根管

以上の歯内療法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



38 

１０２ 歯髄切断 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄炎（Ｐｕｌ）」病名で、歯髄切断の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄炎の症状によっては、歯髄の一部を切断し、歯髄を積極的に保存する

ことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



39 

１０３ 抜髄 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名で、抜髄の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  根尖性歯周炎は、根管内から歯根の周囲組織に細菌感染が拡大している状

態であり、この状態で、根管内の感染歯質が除去できない抜髄を行うことは

適切でないと考えられる。 

  



40 

１０４ 抜髄② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、生活歯髄切断後に抜髄の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄を積極的に保存した後に、歯髄の炎症症状の拡大等により抜髄を行う

ことは臨床上あり得るものと考えられる。 

  



41 

１０５ 口腔内軟組織異物（人工物）除去術及び抜髄 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去を行った場合の

「Ｊ０７３ 口腔内軟組織異物（人工物）除去術 １ 簡単なもの」と抜髄の

算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  物理的要因によって歯が破折した場合等に、歯の破折片を除去し、その後、

当該歯の症状等によって抜髄を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



42 

１０６ 感染根管処置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄炎（Ｐｕｌ）」病名で、感染根管処置の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄炎は、細菌感染による歯髄の炎症症状を示しているものの、根管内の

感染状況が明らかでないため、算定にあたっては、根管内が感染している状

況を示す傷病名の記載が適切である。 

  



43 

１０７ 感染根管処置② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄壊死（Ｐｕエシ）」病名で、感染根管処置の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄壊死は、細菌感染によって歯髄が壊死しており、根管内の歯質が感染

している可能性が高いことから、感染根管処置を行うことが臨床上あり得る

ものと考えられる。 

  



44 

１０８ 感染根管処置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯髄壊疽（Ｐｕエソ）」病名で、感染根管処置の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感

染した状態であり、根管内の感染歯質を除去する感染根管治療を行うことが

臨床上あり得るものと考えられる。 

  



45 

１０９ 感染根管処置④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）→根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」の

移行病名で、感染根管処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  象牙質知覚過敏症が重篤な場合に、歯髄が失活し、根尖性歯周炎を引き起

こすことがあり、この場合に根管内の感染歯質を除去する感染根管処置を行

うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



46 

１１０ 加圧根管充填処置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、根管充填の根管数より少ない根管数の加圧根管充填処置の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  根管形態によっては、加圧根管充填処置を行わなくても緊密に充填を行う

ことが臨床上可能であるため、この場合に、根管充填及び加圧根管充填処置

の根管数が一致しない場合がある。 

  



47 

１１１ 加圧根管充填処置② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯の脱臼による歯の再植術後に根管充填と併せて行った加圧

根管充填処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の脱臼により、歯髄が失活した場合に、歯を積極的に保存するため、歯の

再植後に根管充填と併せて加圧根管充填処置を行うことが臨床上あり得るも

のと考えられる。 

  



48 

１１２ 加圧根管充填処置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、電気的根管長測定検査の算定がない場合であっても、根管充

填と併せて行った加圧根管充填処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  根管の形態によっては、電気的根管長測定検査を行わずに加圧根管充填処

置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



49 

１１３ 歯周基本治療③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｇ」病名で、同一部位に対して２回目の「Ｉ０１１ 歯周基

本治療 １ スケーリング」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  スケーリングを実施した後に、歯肉炎の症状が改善されない場合に、同一

部位にスケーリングを再度行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



50 

１１４ 歯周基本治療及び歯根端切除手術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯周基本治療と歯根端切除手術の

算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周基本治療と歯根端切除手術は、それぞれ原因となる病巣が異なること

から、症状に応じて、同日に歯周基本治療と歯根端切除手術を行うことが臨

床上あり得るものと考えられる。 

  



51 

１１５ 歯周基本治療処置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｇ」病名で、歯周基本治療処置の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周基本治療処置は、歯周ポケット内の洗浄を図る目的で行うことから、

歯肉炎の症状の改善を図るために、歯肉縁下に付着したプラーク等を洗浄し

て除去することが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



52 

１１６ 歯周外科手術及び暫間固定 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同月に、別部位に対する歯周外科手術と「Ｉ０１４ 暫間固定 

１ 簡単なもの」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周外科手術後に、当該歯の歯周組織に過度に咬合圧等の負担が生じた場

合に治癒が阻害することがあり、手術とは別部位に暫間固定を行うことによ

って、咬合圧を分散し歯周組織の負担軽減を図ることが臨床上あり得るもの

と考えられる。 

  



53 

１１７ 暫間固定及び暫間固定装置修理 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同月に、同一部位に対する暫間固定と暫間固定装置修理の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  暫間固定後、比較的早期に物理的要因等により装置が破損した場合に、当

該装置を修理することがあり得るものと考えられる。 

  



54 

１１８ う蝕歯即時充填形成及び暫間固定 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対するう蝕歯即時充填形成と暫間固定の

算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕歯即時充填形成と暫間固定は、それぞれ原因となる病巣が異なること

から、同日にう蝕歯即時充填形成と暫間固定を行うことが臨床上あり得るも

のと考えられる。 

  



55 

１１９ 暫間固定装置修理② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、暫間固定装置(レジン連結冠固定法)に対して、暫間固定装置

修理の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周疾患治療期間中に、歯周組織の負担軽減を図るために装着している暫

間固定装置を継続して使用するために、破損した暫間固定装置の修理を行う

ことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



56 

１２０ 口腔内装置③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、乳歯列期の「歯ぎしり（Ｂｒｘ）」病名で、口腔内装置の算定

を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  乳歯列期の小児は、睡眠時等に生理的な歯ぎしりを行うことがあり、この

場合に口腔内装置を装着することで、歯の摩耗や歯周組織に対する過度な負

担等が軽減できると考えられる。 

  



57 

１２１ 歯周治療用装置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、対顎が無歯顎の場合においても、「Ｉ０１８ 歯周治療用装置 

２ 床義歯形態のもの」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周治療用装置は、歯及び歯周組織の負担軽減を図るために装着される装

置であり、対顎が無歯顎であるか否かに関わらず装置を装着することが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



58 

１２２ 歯冠修復物又は補綴物の除去③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、画像診断の算定がない歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を

認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科疾患による症状の原因が、歯冠修復物等が装着されている歯であるこ

とが明らかな場合は、画像情報は必ずしも必要でないと考えられる。 



59 

１２３ 歯冠修復物又は補綴物の除去及び感染根管処置 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と抜

歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った

場合の「Ｉ００６ 感染根管処置 １ 単根管」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行

うために、装着されている歯冠修復物等を除去することが臨床上あり得るも

のと考えられる。 

  



60 

１２４ 歯冠修復物又は補綴物の除去及び歯冠形成 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「Ｍ

００１ 歯冠形成 １ 生活歯歯冠形成」又は「Ｍ００１ 歯冠形成 ２ 失

活歯歯冠形成」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  硬組織疾患等の症状に応じて、歯冠修復物等の除去後に、同日に生活歯歯

冠形成又は失活歯歯冠形成を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



61 

１２５ 歯冠修復物又は補綴物の除去及び歯冠形成② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「Ｍ

００１ 歯冠形成 ３ 窩洞形成」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  硬組織疾患等の症状に応じて、歯冠修復物等の除去後に、窩洞形成を行う

ことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



62 

１２６ 口腔内軟組織異物（人工物）除去術及び歯冠修復物又は補綴物の除去 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去を行った場合の

「Ｊ０７３ 口腔内軟組織異物（人工物）除去術 １ 簡単なもの」と歯冠修

復物又は補綴物の除去の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  物理的要因によって歯が破折した場合等に、歯の破折片を除去し、その後、

当該歯の症状や根管内の感染状況等によって歯冠修復物等の除去を行うこと

が臨床上あり得るものと考えられる。 

  



63 

１２７ 暫間固定装置の除去 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名のみで、暫間固定装置の除去の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周疾患に伴う歯の動揺度等の改善がみられた場合は、装置の不適合や破

損がなくても装着した暫間固定装置を除去することが臨床上あり得るものと

考えられる。 

  



64 

１２８ 暫間固定装置の除去② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の亜脱臼」病名で、暫間固定装置の除去の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の亜脱臼により暫間固定装置を装着した歯の動揺度等の改善がみられた

場合は、装置の不適合や破損がなくても装着した暫間固定装置を除去するこ

とが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



65 

１２９ 有床義歯床下粘膜調整処置② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「義歯ハセツ」病名で、有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認

めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯床下粘膜調整処置は、有床義歯の刺激等によって有床義歯床下の

顎堤粘膜が異常を来たしている状態に行われる処置であり、算定にあたって

は、有床義歯床下粘膜の異常を示す傷病名の記載が適切である。 

  



66 

１３０ 抜歯手術④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｇ」病名で、抜歯手術の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯肉炎は、歯肉に限局して炎症が表れているものの歯槽骨まで破壊されて

おらず、歯肉に対する治療を実施することにより歯を保存することは可能で

あることから、抜歯手術を行う必要性は乏しいと考えられる。 

  



67 

１３１ 抜歯手術⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ急発」病名で、「Ｊ０００ 抜歯手術 １ 乳歯」、「Ｊ

０００ 抜歯手術 ２ 前歯」又は、「Ｊ０００ 抜歯手術 ３ 臼歯」の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周炎の急性症状の原因が当該歯で、切開等を行っても症状が改善しない

場合に、疼痛等の炎症症状を軽減するために、抜歯手術を行うことが臨床上

あり得るものと考えられる。 

  



68 

１３２ 抜歯手術⑥ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯肉膿瘍（ＧＡ）」病名で、抜歯手術の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯肉膿瘍は、辺縁歯肉や歯間乳頭部に生じた膿瘍であり、膿瘍の治療を実

施することにより、炎症症状が軽減し、歯を保存することは可能であること

から、抜歯手術を行う必要性は乏しいと考えられる。 

  



69 

１３３ 抜歯手術及びヘミセクション（分割抜歯） 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、処置、手術又は歯冠修復・欠損補綴後に抜歯に至った場合の、

抜歯手術又はヘミセクション（分割抜歯）の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  処置、手術又は歯冠修復・欠損補綴後に、歯又は歯周組織の症状等によっ

て、当該歯が保存できずに、抜歯手術又はヘミセクションを行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



70 

１３４ ヘミセクション（分割抜歯） 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名で、ヘミセクション（分割抜

歯）の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  ヘミセクションは、複数根のうち保存が可能な歯根を残して分割抜歯する

手術であり、根尖性歯周炎の状態によって、一部の歯根を抜歯することが臨

床上あり得るものと考えられる。 

  



71 

１３５ ヘミセクション（分割抜歯）② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、ヘミセクション（分割抜歯）

の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  ヘミセクションは、歯科疾患によって歯の保存が可能な歯根を残して分割

抜歯する手術であり、歯の破折の状態によって、一部の歯根を抜歯すること

が臨床上あり得るものと考えられる。 

  



72 

１３６ ヘミセクション（分割抜歯）③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、根分岐部に係る疾患がないヘミセクション（分割抜歯）の算定

を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  ヘミセクションは、歯科疾患によって歯の保存が可能な歯根を残して分割

抜歯する手術であり、根分岐部以外の病変であっても一部の歯根が保存でき

ない状態である場合は、当該手術を行うことが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



73 

１３７ ヘミセクション（分割抜歯）④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、上顎大臼歯に対するヘミセクション（分割抜歯）の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  上顎大臼歯であっても、歯の状態や歯根形態等によって、残した歯根で適

切な咬合関係が得られる場合は、ヘミセクションを行うことが臨床上あり得

るものと考えられる。 

  



74 

１３８ ヘミセクション（分割抜歯）⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、第三大臼歯に対するヘミセクション（分割抜歯）の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  第三大臼歯であっても、歯の状態や歯根形態等によって、残した歯根で適

切な咬合関係が得られる場合は、ヘミセクションを行うことが臨床上あり得

るものと考えられる。 

  



75 

１３９ 歯根嚢胞摘出手術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名のみで、歯根嚢胞摘出手術の

算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯根嚢胞摘出手術は、根尖に発生した歯根嚢胞を摘出する手術であり、歯

根の周囲組織に細菌感染が拡大している状態を示す根尖性歯周炎で本手術を

行うことは適切でないと考えられる。 

  



76 

１４０ 歯根端切除手術② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名のみで、歯根端切除手術の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯根端切除手術は、病巣の発生原因となった歯根端を切除する手術である

ため、その原因が根尖性歯周炎の場合に歯根端切除手術を行うことが臨床上

あり得るものと考えられる。 

  



77 

１４１ 歯の再植術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「根尖性歯周炎（Ｐｅｒ）」病名で、歯の再植術の算定を認め

る。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  根尖性歯周炎は、根管内から歯根の周囲組織に細菌感染が拡大している状

態を示しているが、通常の歯内療法では根管治療が困難な場合に、歯を一時

的に抜去し、根管治療を行って再植することが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



78 

１４２ 歯の再植術② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、乳歯の脱臼で、歯の再植術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  乳歯であっても、脱臼後の経過時間や歯根の状態等によっては、歯の再植

術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



79 

１４３ 歯の移植手術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、移植を受ける部位が「Ｐ」病名の場合であっても歯の移植手術

の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の移植を受ける部位が歯周疾患であっても、歯根膜が機能していれば、

歯を移植することが十分可能であると考えられる。 

  



80 

１４４ 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯槽骨鋭縁（ＳｃｈＡ）」病名で、「歯槽骨整形手術、骨瘤

除去手術」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯槽骨が鋭縁又は隆起している場合は、歯槽骨整形手術又は骨瘤除去手術

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



81 

１４５ 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、欠損部位以外に対する「歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術」の算

定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯が残存している部位であっても、隣在歯の抜歯等に伴い歯槽骨が鋭縁又

は隆起している場合は、歯槽骨整形手術又は骨瘤除去手術を行うことが臨床

上あり得るものと考えられる。 

  



82 

１４６ 頬、口唇、舌小帯形成術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「智歯周囲炎（Ｐｅｒｉｃｏ）」病名で、「頬、口唇、舌小帯

形成術」の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  頬、口唇、舌小帯形成術は、各小帯の位置又は形態異常に対して行われる手

術であるため、智歯周囲炎の部位や病態で、小帯の形成を行う必要性は乏し

いと考えられる。 

  



83 

１４７ 頬腫瘍摘出術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「頬粘膜粘液嚢胞」病名で、「Ｊ０３３ 頬腫瘍摘出術 １ 

粘液嚢胞摘出術」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  頬腫瘍摘出術は、頬部に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術であるた

め、頬粘膜粘液嚢胞で本手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



84 

１４８ 頬粘膜腫瘍摘出術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「頬粘膜腫瘍」、「類皮嚢胞」又は「リンパ上皮性嚢胞」病名

で、頬粘膜腫瘍摘出術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  頬粘膜腫瘍摘出術は、頬粘膜に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術で

あり、頬粘膜腫瘍、類皮嚢胞又はリンパ上皮性嚢胞のいずれも頬粘膜に発生

することから、本手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



85 

１４９ 腐骨除去手術 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「エプーリス」病名で、「Ｊ０４７ 腐骨除去手術 １ 歯槽

部に限局するもの」の算定を認めない。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  腐骨除去手術は、化膿性の骨髄炎等が原因により壊死した骨を除去する手

術であるため、腐骨を引き起こす状態を示す傷病名の記載が適切である。 

  



86 

１５０ 腐骨除去手術② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「骨髄炎」病名で、腐骨除去手術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  腐骨除去手術は、化膿性の骨髄炎等が原因により壊死した骨を除去する手

術であるため、骨髄炎で手術を実施することが臨床上あり得るものと考えら

れる。 

  



87 

１５１ 腐骨除去手術③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、欠損部位以外の場合においても腐骨除去手術の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  腐骨除去手術は、化膿性の骨髄炎等の原因により壊死した骨を除去する手

術であるが、欠損部以外であっても骨髄炎等が発生した場合に、当該手術を

実施することが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



88 

１５２ 腐骨除去手術④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、抜歯後、同一部位に対する「Ｊ０４７ 腐骨除去手術 １ 歯

槽部に限局するもの」の算定を認める。 
 

○ 取扱いを定めた理由 

  抜歯後に、化膿性の骨髄炎等の原因により骨が壊死した場合に、腐骨除去

手術を実施することが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



89 

１５３ 歯周外科手術② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「薬物性歯肉炎」病名で、「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ３ 歯

肉切除手術」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  薬物性歯肉炎は、抗てんかん薬等の副作用により、歯肉が増殖・肥大してい

る状態であり、この場合は、歯肉を正常な形態に戻す歯肉切除手術を行うこ

とが適切であると考えられる。 

  



90 

１５４ 歯周外科手術③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯根露出」又は「象牙質知覚過敏症（Ｈｙｓ）」病名で、「Ｊ

０６３ 歯周外科手術 ６ 歯肉歯槽粘膜形成手術 ハ 歯肉弁側方移動術」

の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯根露出又は象牙質知覚過敏症は、物理的要因に伴う限局性の歯肉退縮が

原因で発症することがあり、この場合に、退縮した根面を被覆することが臨

床上あり得るものと考えられる。 

  



91 

１５５ 歯周外科手術④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、上顎に対する「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ６ 歯肉歯槽粘膜

形成手術 ホ 口腔前庭拡張術」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  口腔前庭拡張術は、頬舌側の口腔前庭が浅いために、有床義歯等の補綴物

の装着等に支障が生じる場合に行われる手術であり、上顎であっても本手術

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



92 

１５６ 歯周外科手術⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「口腔前庭狭小」病名で、「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ６ 歯

肉歯槽粘膜形成手術 ホ 口腔前庭拡張術」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  口腔前庭拡張術は、頬舌側の口腔前庭が浅いために、有床義歯等の補綴物

の装着等に支障が生じる場合に行われる手術であり、口腔前庭狭小で本手術

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



93 

１５７ 伝達麻酔③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、下顎臼歯部の歯周外科手術を行うにあたって伝達麻酔の算定

を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  手術を行う部位や周囲組織の広範囲に麻酔が必要な場合は、下顎臼歯部及

びその周囲組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待

できる。 

  



94 

１５８ 伝達麻酔④ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｊ０１３ 口腔内消炎手術 １ 智歯周囲炎の歯肉弁切除

等」を行うにあたって伝達麻酔の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  炎症症状があり浸潤麻酔が比較的奏効しにくい場合等は、下顎臼歯部及び

その周囲組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待で

きる。 

  



95 

１５９ 伝達麻酔⑤ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「Ｐ」病名で、下顎臼歯部の抜歯手術を行うにあたって伝達麻

酔の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  手術を行う部位や周囲組織の広範囲に麻酔が必要な場合は、下顎臼歯部及

びその周囲組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待

できる。 

  



96 

１６０ 歯冠修復 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、ヘミセクション後、歯内療法の算定がない歯冠修復の算定を

認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  ヘミセクション後の根管の状態によっては、歯内療法を要せずに歯冠修復

を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



97 

１６１ 窩洞形成、う蝕歯即時充填形成及びう蝕歯インレー修復形成 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「う蝕（Ｃ）→歯髄炎（Ｐｕｌ）」の移行病名で、「う蝕（Ｃ）」

に対する窩洞形成、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成の算定

を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の状態によって、歯髄炎に至ったとしても、それ以前に歯の実質欠損を

回復するために、う蝕に対する窩洞形成、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯イ

ンレー修復形成を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



98 

１６２ 歯冠形成及び充填 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「歯の破折（ＦｒＴ）」病名で、「Ｍ００１ 歯冠形成 ３ 窩

洞形成」及び充填の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯の破折の程度によって、歯の実質欠損を回復するために窩洞形成及び充

填を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 

○ 留意事項 

  歯冠形成から装着までの間の「ＦｒＴ」に対しては認められない。 

  



99 

１６３ 歯冠形成及び充填② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、う蝕薬物塗布処置を行った歯に対する「Ｍ００１ 歯冠形成 

３ 窩洞形成」及び充填の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕薬物塗布処置後に、う蝕の症状が改善せずに、窩洞形成及び充填を行

うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



100 

１６４ 支台築造② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「う蝕（Ｃ）」病名で、支台築造の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  う蝕による歯の実質欠損が大きい場合に、支台築造を行うことで、補綴物

の装着のための歯冠形態を回復させることが臨床上あり得るものと考えられ

る。 

  



101 

１６５ 支台築造印象 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、根管充填前の支台築造印象の算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  根管充填前に支台築造印象を実施した場合は、築造物の適合性が確保され

ないことから、適切でないと考えられる。 

  



102 

１６６ リテイナー及びテンポラリークラウン 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同日に、同一部位に対するリテイナーとテンポラリークラウ

ンの算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  リテイナーは、支台歯の保護等のためにブリッジ装着までの間暫間的に装

着されるものであり、一方で、テンポラリークラウンは、前歯部の歯冠補綴物

を装着するまでの間暫間的に装着されるものであることから、同一部位に対

して各々を装着することは考えにくい。 

  



103 

１６７ 装着 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、同一部位に対して築造物の脱離と歯冠修復物の脱離による再

装着を行った場合において、各々の装着の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  メタルコア等の築造物や歯冠修復物がそれぞれ脱離した場合に、再装着を

それぞれ行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



104 

１６８ 仮床試適 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、増歯での有床義歯修理に対する仮床試適の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  増歯が必要な有床義歯の修理時に、顎堤が著しく吸収し、咬合関係の再現

が難しい場合等においては、仮床試適を行ってから人工歯を排列することが

臨床上あり得るものと考えられる。 

  



105 

１６９ 充填 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「脱離」の病名のみで、充填の算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  脱離で再装着を行った部位に対して、他に症状が表れていない状態に充填

を行う必要性は乏しいと考えられる。 

  



106 

１７０ 充填② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「疑い」の病名で、充填の算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  充填はう蝕等によって歯の実質欠損が生じた場合に行われる治療であり、

充填にあたっては、歯の実質欠損を示す傷病名の記載が適切である。 

  



107 

１７１ 充填③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、小児保隙装置（バンドループ）装着部位に対する充填の算定を

認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  小児保隙装置の適合性を確保するために、歯の実質欠損部に充填を行うこ

とが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



108 

１７２ 有床義歯 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、歯周病安定期治療期間中の有床義歯の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周病安定期治療は、４ミリメートル以上の歯周ポケットを有するものに

対して一時的に安定している状態にある場合に行われる治療であり、歯周組

織が安定している状況で、有床義歯を製作することが臨床上あり得るものと

考えられる。 

  



109 

１７３ 有床義歯② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、１歯の残根上に義歯を製作した場合における有床義歯の算定

を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  支台歯や顎堤等の状態によっては、１歯の残根上に有床義歯を製作した場

合であってもその機能が十分に発揮できるものと考えられる。 

  



110 

１７４ バー 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、有床義歯修理時に使用した「Ｍ０２３ バー １ 鋳造バー」

及び「Ｍ０２３ バー ２ 屈曲バー」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯の破損状況によっては、有床義歯を修理する時に、鋳造バーや屈

曲バーを使用することが臨床上あり得るものと考えられる。 

  



111 

１７５ 有床義歯修理 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「口腔褥瘡性潰瘍（Ｄｕｌ）」病名で、有床義歯修理の算定を

認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  「口腔褥瘡性潰瘍（Ｄｕｌ）」は、有床義歯によって顎堤粘膜に褥瘡が生じ

た状態であるため、有床義歯修理の算定にあたっては、修理を必要とする傷

病名の記載が適切である。 

  



112 

１７６ 有床義歯内面適合法 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「義歯ハソン」病名で、有床義歯内面適合法の算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯内面適合法は、義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床

裏装を行う治療であることから、義歯の破損で当該治療を行うことは適切で

ないと考えられる。 

  



113 

１７７ 有床義歯内面適合法② 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、「低位咬合」病名で、有床義歯内面適合法の算定を認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  有床義歯内面適合法は、義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床

裏装を行う治療であることから、低位咬合で当該治療を行うことは適切でな

いと考えられる。 

  



114 

１７８ 有床義歯内面適合法③ 

 

《令和３年２月２２日新規》 

 

○ 取扱い 

  原則として、１歯又は２歯欠損の有床義歯に対する有床義歯内面適合法の

算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  １～２歯欠損であっても、有床義歯の適合状態によっては、義歯床の粘膜

面を一層削除し、床裏装を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。 

 


